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道の駅整備事業 募集要項等 新旧対照表 

令和４年１２月８日 

＜募集要項＞ 

No. 頁 旧（修正前：令和 4年 10月 14日公表） 新（修正後：令和 4年 12月 6日公表） 

1 9 ２.３ 事業スキーム 

（略） 

（５）選定事業者の収入 

２）道路施設（県部分）に関する維持管理業務、運営業務の対価 

市は、道路施設（県部分）の維持管理業務、運営業務に係

る対価として、選定事業者に対し、維持管理・運営業務委託

契約に定める額を支払う。具体的な支払方法等は、添付資

料 4「サービス対価の算定、支払い及び改定方法」に示す。 

 

 

 

 

 

 

２.３ 事業スキーム 

（略） 

（５）選定事業者の収入 

２）道路施設（県部分）に関する維持管理業務、運営業務の対価 

市は、道路施設（県部分）の維持管理業務、運営業務に係

る対価として、選定事業者に対し、維持管理・運営業務委託

契約に定める額を支払う。具体的な支払方法等は、添付資

料 4「サービス対価の算定、支払い及び改定方法」に示す。 

なお、道路施設（県部分）の電気、水道、ガスに係る契約

は県が直接各会社と締結するため、道路施設（県部分）に

係る光熱水費は「道路施設（県部分）に関する維持管理業

務、運営業務の対価（サービス対価 B）には含まれない。 
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No. 頁 旧（修正前：令和 4年 10月 14日公表） 新（修正後：令和 4年 12月 6日公表） 

2 20 ３.５ 提案価格の上限 

（略） 

1,689,198,500円（税込） 

（内訳） 

・サービス対価 A－1 

（道路施設に係る設計及び工事監理業務費及び建設業務費）：466,613,400円（税込） 

 サービス対価 A－1に係る各年度の提案価格の上限は、以下のとおりとする。 

 令和 5年度分（設計等業務費※相当額）：13,063,600円（税込） 

 令和 6年度分：453,549,800円（税込） 

 

・サービス対価 A－2 

（地域振興施設に係る設計及び工事監理業務費及び建設業務費）：1,210,884,400円（税込） 

サービス対価 A－2に係る各年度の提案価格の上限は、以下のとおりとする。 

 令和 5年度分（設計等業務費※相当額）：52,709,800円（税込） 

 令和 6年度分：1,158,174,600円（税込） 

 

・サービス対価 B（道路施設に係る維持管理・運営業務委託費）：11,700,700円（税込） 

 

 

 

３.５ 提案価格の上限 

（略） 

1,684,886,800円（税込） 

（内訳） 

・サービス対価 A－1 

（道路施設に係る設計及び工事監理業務費及び建設業務費）：466,613,400円（税込） 

 サービス対価 A－1に係る各年度の提案価格の上限は、以下のとおりとする。 

 令和 5年度分（設計等業務費※相当額）：13,063,600円（税込） 

 令和 6年度分：453,549,800円（税込） 

 

・サービス対価 A－2 

（地域振興施設に係る設計及び工事監理業務費及び建設業務費）：1,210,884,400円（税込） 

サービス対価 A－2に係る各年度の提案価格の上限は、以下のとおりとする。 

 令和 5年度分（設計等業務費※相当額）：52,709,800円（税込） 

 令和 6年度分：1,158,174,600円（税込） 

 

・サービス対価 B（道路施設に係る維持管理・運営業務委託費）：7,389,000円（税込） 

 

 

 

3 23 ３.６ 応募者の備えるべき参加資格要件 

（略） 

（３）応募者の参加資格要件 

１）共通事項 

   ⑪中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）に基

づく建設業退職金共済契約を締結している者又は雇用され

ている者が退職する際に一時金を支給している者であるこ

と。 

 

３.６ 応募者の備えるべき参加資格要件 

（略） 

（３）応募者の参加資格要件 

１）共通事項 

   ⑪中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）に基

づく建設業退職金共済契約を締結している者又は雇用され

ている者が退職する際に一時金を支給している者であるこ

と。 

 



3 

No. 頁 旧（修正前：令和 4年 10月 14日公表） 新（修正後：令和 4年 12月 6日公表） 

4 24 ３.６ 応募者の備えるべき参加資格要件 

（略） 

（３）応募者の参加資格要件 

３）建設企業 

（イ）建設工事業務及び二次造成工事業務に当たる者 

④「建設工事」を行う特定建設工事共同企業体の構成員のう

ち、少なくとも代表構成員が、平成 24年度以降に完成した

延床面積 2,000 ㎡以上の公共施設又は商業施設の建設実績

を有すること。 

⑤平成 24 年度以降に、国又は地方公共団体の発注した建築

一式工事の建設実績を元請として有すること。ただし、募

集要項等公表時において竣工済みの実績であること。 

 

 

３.６ 応募者の備えるべき参加資格要件 

（略） 

（３）応募者の参加資格要件 

３）建設企業 

（イ）建設工事業務及び二次造成工事業務に当たる者 

④「建設工事」を行う特定建設工事共同企業体の構成員のう

ち、少なくとも代表構成員が、平成 24年度以降に完成した

延床面積 2,000 ㎡以上の公共施設又は商業施設の建設実績

を有し、且つ、平成 24年度以降に完成した国又は地方公共

団体の発注した建築一式工事の建設実績を元請けとして有

すること。ただし、どちらの実績も募集要項等公表時にお

いて竣工済みの実績であること。 

 

⑤平成 24 年度以降に、国又は地方公共団体の発注した建築

一式工事の建設実績を元請として有すること。ただし、募

集要項等公表時において竣工済みの実績であること。 
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＜要求水準書＞ 

No. 頁 旧（修正前：令和 4年 10月 14日公表） 新（修正後：令和 4年 12月 8日公表） 

1 20 ３.３地域振興施設（市部分）に関する要求水準 

（略） 

（２）地域振興拠点 

施設 要求水準 

トイレ  

（略） 

 

 男性用トイレ、女性用トイレ毎に掃除用具入れを 1か所以

上設置すること。 

（略） 

 

 

 

 

３.３地域振興施設（市部分）に関する要求水準 

（略） 

（２）地域振興拠点 

施設 要求水準 

トイレ  

（略） 

 

 男性用トイレ、女性用トイレ毎に掃除用具入れを 1か所以

上設置すること。ただし、レイアウト案等を踏まえて、選

定事業者と協議の上、市が変更を認めた場合のみ変更可と

する。 

 

（略） 
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＜様式集及び記載要領（Word版）＞ 

No. 様式 旧（修正前：令和 4年 10月 14日公表） 新（修正後：令和 4年 12月 6日公表） 

1 

提
案
書
作
成
上
の
留
意
点 

提案作成上の留意点 

 

・応募者名の枠は、応募グループ内の代表企業名を記載してくだ

さい。 

提案作成上の留意点 

 

・正本分については、各様式の「応募者名」の枠に、応募グループ

名及び代表企業名を記載してください。 

・副本分については、各様式の「応募者名」の枠は、無記入のまま

としてください。 

・提案書において、応募グループ名及び代表企業、構成企業の企業

名を一切記載せず、企業名については「代表企業」、「構成企業

Ａ」、「構成企業Ｂ」等の匿名を使用してください。 

2 
提
案
書
作
成
上
の
留
意
点 

提案作成上の留意点 

（略） 

・様式の順にファイル又はバインダーに綴じてください。 また、

様式番号(親番号)ごとにインデックスタイトルを付け、表面と

背表紙に「道の駅整備事業」と記入してください。 

提案作成上の留意点 

（略） 

・「1 提出届・資格審査書類」は A4サイズのファイル又はバイン

ダー、これ以外の様式は A4用紙も含め A3サイズのファイル又

はバインダーで綴じてください。また、様式番号(親番号)ごとに

インデックスタイトルを付け、表面と背表紙に「道の駅整備事

業」と記入してください。 

3 提
案
書
作
成
上
の
留
意
点 

提案作成上の留意点 

（略） 

・提案書の提出部数は、正本 1部及び副本 15部（様式 1－1～1－

11は、正本 1部及び副本 2部）とします。 

提案作成上の留意点 

（略） 

・提案書の提出部数は、正本 1部及び副本 15部（様式 1－1～1－11

は、正本 1部及び副本 1部）とします。 
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No. 様式 旧（修正前：令和 4年 10月 14日公表） 新（修正後：令和 4年 12月 6日公表） 

4 

審
査
様
式
一
覧 

 

 

 

 

 

 

5 審
査
様
式
一
覧 
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No. 様式 旧（修正前：令和 4年 10月 14日公表） 新（修正後：令和 4年 12月 6日公表） 

6 様式 

1-6 

応募者の資格要件確認書（建設企業） 

（略） 

②平成 24 年度以降に、国又は地方公共団体の発注した建築一式

工事の建設実績（元請） 

（略） 

※代表構成員は、①及び②の実績を記入し提出してください。 

※代表構成員以外の構成員は、②の実績を記入し提出してくださ

い。 

 

応募者の資格要件確認書（建設企業） 

（略） 

②平成 24 年度以降に完成した国又は地方公共団体の発注した建築

一式工事の建設実績（元請） 

（略） 

※特定建設工事共同企業体の構成員のうち、少なくとも代表構成員

は、①及び②の実績を記入し提出してください。 

ただし、どちらの実績も募集要項等公表時において竣工済みの実

績であること。 

※代表構成員以外の構成員は、②の実績を記入し提出してください。 

 

7 様式 

1-10 

応募者の資格要件確認書（運営企業） 

（略） 

※上記実績を示す資料（契約書等業務内容の分かる書類）の写し

を添付してください。（一部提出。正本に添付。） 

 

応募者の資格要件確認書（運営企業） 

（略） 

※上記実績を示す資料（契約書等業務内容の分かる書類）の写しを

添付してください。（正・副ともに１部添付） 

8 様式 

1-11 

資格審査の付属資料提出確認書 

 

資格審査の付属資料提出確認書 
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No. 様式 旧（修正前：令和 4年 10月 14日公表） 新（修正後：令和 4年 12月 6日公表） 

9 様式 

1-11 

資格審査の付属資料提出確認書 

 

 

資格審査の付属資料提出確認書 
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No. 様式 旧（修正前：令和 4年 10月 14日公表） 新（修正後：令和 4年 12月 6日公表） 

10 図面

集 

 

 

図面リスト※用紙サイズは全て A3、様式は任意とする。 

様式 資料内容 枚数 

様式 7－1 面積表、仕上表 １枚 

様式 7－2 配置図     （縮尺：1/750） １枚 

様式 7－3 平面図     （縮尺：1/750） １枚 

様式 7－4 立面図、断面図 （縮尺：1/750） １枚 

様式 7－5 外構・緑地計画図（縮尺：1/750） １枚 

様式 7－6 構造計画概要、建築計画概要、設備計画概要 各１枚 

様式 7－7 什器・備品リスト １枚 

様式 7－8 

パース（外観パース 2 面以上、鳥瞰パース 1 面

以上、内観 3 面以上） 

※外観パースは国道 134 号線から事業対象地を見た

パースを 1 面、その他 1 面以上は PR したいアン

グルで作成すること。 

※内観パースは、物産販売スペースを１面、飲食・物

品販売スペースを１面、その他 1 面以上は PR し

たいアングルで作成すること。 

枚数は任

意 

 
 

図面リスト※用紙サイズは全て A3、様式は任意とする。 

様式 資料内容 枚数 

様式 7－1 面積表、仕上表 １枚 

様式 7－2 配置図     （縮尺：1/750） １枚 

様式 7－3 平面図     （縮尺：1/300） 2枚以内 

様式 7－4 立面図、断面図 （縮尺：1/300） 2枚以内 

様式 7－5 外構・緑地計画図（縮尺：1/750） １枚 

様式 7－6 構造計画概要、建築計画概要、設備計画概要 各１枚 

様式 7－7 什器・備品リスト 2枚以内 

様式 7－8 

パース（外観パース 2 面以上、鳥瞰パース 1 面以

上、内観 3 面以上） 

※外観パースは国道 134 号線から事業対象地を見たパー

スを 1 面、その他 1 面以上は PR したいアングルで作

成すること。 

※内観パースは、物産販売スペースを１面、飲食・物品販

売スペースを１面、その他 1 面以上は PR したいアン

グルで作成すること。 

枚数は任

意 
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＜様式集及び記載要領（Excel版）＞ 

No. 様式 旧（修正前：令和 4年 10月 14日公表） 新（修正後：令和 4年 12月 6日公表） 

1 様式 

8-7 

維持管理費・運営業務委託費（サービス対価Ｂ）の内訳 

 

 

 

維持管理費・運営業務委託費（サービス対価Ｂ）の内訳 

 

 

※6 光熱水費はサービス対価 B には含まれませんが、参考値とし

て金額を記入してください（審査対象ではありません）。 
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＜サービス対価の算定、支払い及び改定方法＞ 

No. 頁 旧（修正前：令和 4年 10月 14日公表） 新（修正後：令和 4年 12月 6日公表） 

1 1 １ サービス対価の構成 

（略） 

 

表 1 サービス対価の内訳 

費用項目 費用の内容 

サービス対価 A 

 サービス対価

A－1 

 道路施設（県部分）に係る「設計及び工事監理業務」 

 道路施設（県部分）に係る「建設業務」 

 その他、上記に関連して必要と認められる費用 

サービス対価

A－2 

 地域振興施設（市部分）に係る「設計及び工事監理業務」 

 地域振興施設（市部分）に係る「建設業務」 

 その他、上記に関連して必要と認められる費用 

サービス対価 B  「道路施設（県部分）の維持管理業務」 

 「道路施設（県部分）の運営業務」 

 その他、上記に関連して必要と認められる費用 

消費税及び地

方消費税 

 上記までの費用のうち課税対象外のものを除いた費用に

係る消費税及び地方消費税 

 

 

１ サービス対価の構成 

（略） 

 

表 1 サービス対価の内訳 

費用項目 費用の内容 

サービス対価 A 

 サービス対価

A－1 

 道路施設（県部分）に係る「設計及び工事監理業務」 

 道路施設（県部分）に係る「建設業務」 

 その他、上記に関連して必要と認められる費用 

サービス対価

A－2 

 地域振興施設（市部分）に係る「設計及び工事監理業務」 

 地域振興施設（市部分）に係る「建設業務」 

 その他、上記に関連して必要と認められる費用 

サービス対価 B  「道路施設（県部分）の維持管理業務」 

 「道路施設（県部分）の運営業務」 

 その他、上記に関連して必要と認められる費用 

※道路施設（県部分）の電気、水道、ガスに係る契約は県

が直接各会社と締結するため、道路施設（県部分）に係

る光熱水費は「道路施設（県部分）に関する維持管理業

務、運営業務の対価（サービス対価 B）」には含まれない。 

消費税及び地

方消費税 

 上記までの費用のうち課税対象外のものを除いた費用に

係る消費税及び地方消費税 
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No. 頁 旧（修正前：令和 4年 10月 14日公表） 新（修正後：令和 4年 12月 8日公表） 

2 3 ２.２サービス対価 Bの算定及び支払方法 

（略） 

 

表 4 サービス対価Ｂの支払方法 

費用項目 サービス対価 B 

支払い対象期間 道路施設（県部分）の維持管理・運営期間 

・令和 7年 4月～令和 8年 3月 

回数 1回 

支払い方法 道路施設（県部分）の維持管理・運営期間の会計年度

に提案に基づく委託料を基準に、維持管理・運営委

託契約に定めるところにより実費精算払いを行う。 

精算の結果、過不足が生じた場合は、募集要項 P20

「3.5 提案価格の上限」に示すサービス対価 B の価

格を上限とし、追加又は戻入を行うものとする。 

 

 

２.２サービス対価 Bの算定及び支払方法 

（略） 

 

表 4 サービス対価Ｂの支払方法 

費用項目 サービス対価 B 

支払い対象期間 道路施設（県部分）の維持管理・運営期間 

・令和 7年 4月～令和 8年 3月 

回数 1回 

支払い方法 道路施設（県部分）の維持管理・運営期間の会計年

度に提案に基づき、維持管理・運営委託契約に定め

た額を支払う。 
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＜維持管理・運営業務委託契約書（案）＞ 

No. 頁 旧（修正前：令和 4年 10月 14日公表、令和 4年 12月 6日修正） 新（修正後：令和 4年 12月 8日公表） 

1 2 （委託料の支払い） 

第９条  

（略） 

２ 受託者は、第 12条第１項第３号の維持管理業務報告書（年度）

及び第 12条第２項第３号の運営業務報告書（年度）に係る委託者

の確認を得た後、実費精算にかかる根拠資料及び精算書（以下「精

算書等」という。）を作成し委託者に提出する。 

３ 前項の精算書等に基づき委託者及び受託者で協議のうえ第１項

に定める業務委託料を基準に精算後の業務委託料を合意し、受託

者は、当該精算後の業務委託料の請求書を作成して委託者に対し

て支払いを請求するものとする。 

ただし、精算の結果、第１項に定める業務委託料を超える場合

には、当該業務委託料を超える金銭の支払いを行うべき特段の事

情がない限り、かかる金銭の支払いは行わない。 

４ 委託者は、当該請求書を受領した日から●日以内に、精算後の

業務委託料を支払わなければならない。 

 

（委託料の支払い） 

第９条  

（略） 

２ 受託者は、第 12条第１項第３号の維持管理業務報告書（年度）

及び第 12条第２項第３号の運営業務報告書（年度）に係る委託者

の確認を得た後、実費精算にかかる根拠資料及び精算書（以下「精

算書等」という。）を作成し委託者に提出する。 

３ 前項の精算書等に基づき委託者及び受託者で協議のうえ第１項

に定める業務委託料を基準に精算後の業務委託料を合意し、受託

者は、当該精算後の業務委託料の請求書を作成して委託者に対し

て支払いを請求するものとする。 

ただし、精算の結果、第１項に定める業務委託料を超える場合

には、当該業務委託料を超える金銭の支払いを行うべき特段の事

情がない限り、かかる金銭の支払いは行わない。 

３ 委託者は、当該請求書を受領した日から●日以内に、精算後の

業務委託料を支払わなければならない。 

 

 

 


